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鹿児島県屋外広告業登録業者 各位

鹿児島県土木部都市計画課長

屋外広告物の安全点検等について（お願い）

本県の屋外広告物行政の推進につきましては，日頃から御理解・御協力をい

ただき，厚く御礼申し上げます。

鹿児島県屋外広告物条例（以下「本県条例」）においては，屋外広告物の安

全性の向上を図り，公衆に対する危害を防止するため，管理及び点検義務に係

る規定を設けており（別添参照），例年台風襲来時期前に注意喚起を行ってい

るところです。

また，各地で屋外広告物に関する事故が相次いでおり，屋外広告物の安全性

の確保がより一層求められております。

つきましては，下記のとおり御配慮くださるようお願いします。

記

１ 安全点検及び作業時等の事故防止について

今後の台風などの災害に備えて，また，より一層の安全性の確保のため，

貴殿（貴社）が表示，設置又は管理する屋外広告物について，あらためて計

画的な点検を適切に実施するとともに，必要な場合には早急に補修及び補強

等の措置を講じ，公衆に危害が及ぶことのないようお願いします。

あわせて，屋外広告物の表示・設置及び点検作業時等の事故防止について

も十分に御配慮願います。

２ 広告主等への啓発について

本県条例に基づく屋外広告物に係る管理及び点検義務について，広告主等

に対して啓発していただくようお願いします。

問合せ先

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

鹿児島県土木部都市計画課調整係

担当：有村

電話 099-286-3683（直通）
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